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高齢者配食サービスをご利用中の皆様 

 

木更津市役所 高齢者福祉課 

 

「高齢者配食サービス」料金改定のご案内について 

 

令和８年４月１日より、配食サービスのご利用者様負担額の改定を下記のとおり実施 

します。 

 

記 
 

 

１食あたりの自己負担額 

 

現行 令和８年４月１日～ 

３５０円 

（市負担３５０円） 

４３０円 

（市負担４３０円） 

 

◎料金改定の主な理由 

近年の物価高騰等の影響を踏まえ、高齢者配食サービスを継続して提供していくため、

１食あたりの自己負担額を増額するものです。 

ご利用中の方々にはご負担をおかけしますが、ご理解くださいますようお願いします。 

 

◎サービスの利用中止を希望される場合 

 高齢者配食サービスの中止を希望される場合は、配達事業者又は、下記問い合わせ先まで

ご連絡をお願いいたします。中止せず、継続してご利用を希望される場合は、ご連絡の必要

はございません。 

【問い合わせ先】 

木更津市福祉部高齢者福祉課 

担当：高師 

電話：０４３８－２３－２６９５ 


